
その他ご持参頂くものは、被保険者記号番号もしくは店舗番号の確認できるものと、個人番号確認
書類（マイナンバ－カ－ド裏面等）です。

※破損の保険証は申請時に、紛失した保険証は見つかったときにご返還下さい。

保険証再交付のご申請は

被保険者の方が保険証を紛失・破損したときは、組合の申請にもとづき再交付します。１

手続きは、申請者の身分を証明できる書類（マイナンバ－カ－ド表面等）を添付の上、管轄の総合
事務所窓口へご提出ください。

2

※1組合員氏名をご記入下さい。

※2再交付する方の氏名等をご記入下さい。

※3組合員住所・氏名をご記入下さい。

※4 組合員がご申請ください。もしくは当組合に同一世帯で加入の家族が申請してく

ださい。（申請人の身分証明を添えて下さい。）


